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教育委員会規則
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高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年３月　日
高知県教育委員会委員長　小島　一久
高知県教育委員会規則第　号

高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施

行規則の一部を改正する規則
高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年高知県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項ただし書中「球場」を「屋外体育施設の球場」に改め、同条第２項中「教育委員会」を「高知県教育委員会（以下「教育委員会」という。）」に改める。

第３条ただし書中「これを」を「休館日を」に改める。

第４条第１項中「規定により」を削り、「の許可」を「の許可（以下「利用の許可」という。）」に改め、同条第２項中「利用開始日」を「当該利用を開始する日」に、「行わなければ」を「これをしなければ」に改め、同条第３項中「芸西天文学習館の」を「芸西天文学習館について」に、「による使用料（以下「使用料」という。）を納付して」を「により使用料を納付して当該」に、「教育長が別に」を「高知県教育長（以下「教育長」という。）が」に改め、同条第４項中「トレーニング室の」を「トレーニング室について」に改める。

第５条中「その利用を許可する」を「利用の許可をする」に改め、「別に」を削り、「許可しない」を「利用の許可をしない」に改める。

第６条の見出し中「納付」を「納付の時期」に改め、同条中「条例第２条第１項の規定により青少年センターの」を削る。

第７条第２項中「別に」を「、教育委員会が別に」に、「別記第６号様式」を「、別記第６号様式」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。
条例第４条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除する必要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、第１号に掲げる場合にあっては、青少年センターの宿泊施設の使用料以外の使用料のみを減額し、又は免除することができるものとする。
(１)　県又は教育委員会が主催する行事のために青少年センターを利用する場合
(２)　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者（次号において「身体障害者等」という。）が青少年センターを利用する場合

(３)　身体障害者等を介護する者（身体障害者等１人につき１人とする。）が当該身体障害者等と同時に青少年センターを利用する場合

(４)　前３号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めた場合
第８条中「変更して」を「変更して青少年センターを」に改める。

第９条第２項を同条第３項とし、同条第１項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。
条例第９条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合は次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該還付する額は当該各号に定める額とする。
(１)　教育委員会の都合により利用の許可を取り消した場合　既納又は過納となる使用料の額に相当する額
(２)　災害その他の不可抗力により青少年センターを利用することができなくなった場合　既納又は過納となる使用料の額に相当する額
(３)　利用の取消しの届出又は利用の許可の内容の変更の届出が当該利用を開始する日の前日までにあった場合　既納又は過納となる使用料の額に相当する額
第10条中「施設、」を「青少年センターの施設、」に、「必要により」を「必要があって」に改める。

第11条の見出し中「利用終了後」を「利用終了後等」に改め、同条中「終わった」を「終わったとき又は条例第８条第１項の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられた」に、「直ちに」を「直ちに当該利用に係る」に改める。

第12条中「利用者及び青少年センターに入場する者（以下「入場者」という。）」を「青少年センターを利用する者」に改め、同条第５号中「備品等」を「青少年センターの備品等」に改め、同条第６号中「建物その他の工作物、備品等を汚損し、又は」を「青少年センターの施設、設備、備品等を汚損し、損壊し、又は汚損し、若しくは」に改める。

第13条第１号中「利用者又は入場者」を「青少年センターを利用する者」に改める。

第14条中「利用者及び入場者」を「青少年センターを利用する者」に、「その指示」を「、その指示」に改める。

第15条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「別に」を削る。

別記第５号様式中「第７条第１項」を「第７条第２項」に改める。
別記第７号様式中「第９条第１項」を「第９条第２項」に改める。
附　則
この規則は、平成26年４月１日から施行する。
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